
 

 

伊達市水道事業 

令和 8 年度 水質検査計画 

 

水質検査計画とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊達市では、市民の皆様へ安全で良質な水道水を供給するために、水

道法で定められている検査と水質管理上必要と判断した項目についての

水質試験を定期的に実施しています。 

 水質検査計画は、伊達市が実施する受水池からご家庭の蛇口までの水

質検査・試験の内容（「どのような場所で？）」「どのような項目を？」「ど

のくらいの頻度で？」）についてもまとめたもので、毎年度の事業開始前

に策定し、市民の皆様へお知らせします。 
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１．基本方針 

伊達市では、水道法で定められている『水質基準』に適合し、安全かつ安心

な水道水を供給するため、下記事項を基本方針として水質検査を行います。 

 

(１) 実施する検査・試験の種別は、水道法で定められた検査と、水質管理上

必要と判断した項目及び関連通知等に基づくその他の試験検査とします。 

 

(２) 採水箇所については、水道法で検査が義務付けられている給水栓(蛇口)

とします。 

 

(３) 水質検査項目は、水道法で定められている「毎日検査項目」と「水質基

準項目」、これに加え、水質管理上留意すべき項目として設定されている「水

質管理目標設定項目」と、伊達市が独自に設定し検査を行う項目とします。 

 

(４) 検査頻度については、過去の測定結果等を踏まえ、法令に基づき年間の

検査回数を設定します。 

 

２．水道事業の概要 

(１)給水状況 

 

表１ 令和６年度の伊達市が所管する水道事業の概要 

事  業  名 伊達市水道事業 

給 水 人 口 51,599人 

普  及  率 94.45％ 

一日最大給水量 17,631㎥(令和 6年 8月 13日) 

一日平均配水量 15,832㎥ 
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(２)浄水施設の概要 

福島地方水道用水供給企業団から全量受水 

伊達市の水道水は、摺上川ダムを水源とする福島地方水道用水供給企業団

(以下、企業団)の『すりかみ浄水場』で処理された水道水(浄水)であり、９つ

の受水施設(伊達第１受水池、伊達第２受水池、保原第１受水池、保原第２受

水池、梁川第１受水池、梁川第２受水池、堰本配水池、霊山受水池、月舘受水

池)で受水し、市民の皆様へ供給しています。 

 

表２ すりかみ浄水場施設概要 

浄水施設名 すりかみ浄水場 

所在地 福島市飯坂町字沼ノ上 1番地の 1 

施設能力(㎥/日) 23,000㎥（伊達市浄水受水） 

令和６年度平均配水量(㎥/日) 15,832㎥（伊達市浄水受水） 

水源 摺上川ダム 

沈殿池 横流式(傾斜版付) 4系列 

ろ過池 自己洗浄型 24池 

浄水処理方法 急速ろ過方式 

使用薬品 

凝集剤：ポリ塩化アルミニウム(PAC) 

消毒剤：次亜塩素酸ナトリウム 

その他：粉末活性炭 

  

写真：すりかみ浄水場 
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３．原水及び浄水の水質状況 

企業団の浄水施設で原水(水道水の元となる水)を適切に浄水処理しておりま

す。当市の水道水は水質基準に適合しており、安心してご利用いただけます。 

 

(１)企業団の水源の状況と留意すべき水質項目は以下の表のとおりです。 

 

表３ 水源の状況と留意すべき水質項目(企業団) 

浄水施設名 すりかみ浄水場 

水源 摺上川ダム 

原水の汚染の恐れがある要因 
福島市水道水源保護条例により周辺環境が

保全され、人為的な汚染の可能性は低い。 

水質管理上注目すべき項目 

塩素酸 

ジクロロ酢酸 

トリクロロ酢酸 

総トリハロメタン 

2-メチルイソボルネオール 

ジェオスミン 

ｐＨ値 

放射性セシウム 

(福島地方水道用水供給企業団「令和 7年度水質検査計画」一部引用) 

なお、企業団の水質管理の詳細については、企業団の水質検査計画をご覧下

さい。【企業団ホームページ：http://www.f-wsa.jp/】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

４．検査・試験の種別及び採水箇所 

 伊達市で行う検査・試験の種別は、水道法に基づく「毎日検査」及び水質基

準項目検査と、水質管理上必要と判断した「水質管理目標設定項目検査」及び

「伊達市が独自に行う試験」となっております。 

 なお、これらの定期的な検査と同時に、管理上必要なその他の項目の測定も

一部の試験・検査で実施します。 

 

試験・検査の種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)種別ごとの採水地点 

 ①毎日検査 

  主な水系ブロックの末端部に位置する 15か所の給水栓で水道水を採取し検

査を行います。(表-４-１) 

 ②水質基準項目検査 

  配水池系の末端部に位置する 16か所の給水栓で水道水を採取し検査を行い

ます。(表４-２) 

 ③水質基準目標設定項目検査 

  配水池系の末端部に位置する１か所の給水栓の水道水について検査を行い

ます。(表４-２-10番) 

  なお、採水地点の場所については、給水エリア図(別添)をご覧下さい。 

 

 

 

 

定期的な 

水質検査・試験 

水道法に 

基づく検査 
水質基準項目検査 

毎日検査 

水質管理上 

必要と判断した

試験・検査 

水質管理目標 

設定項目検査 

伊達市が独自に 

行う試験 
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表４－１ 毎日検査採水地点一覧表 

番号 受水池 採水箇所 水系ブロック(配水池・ポンプ所等) 

１ 伊達第１ 川原町地内 給水栓 伊達第１直送系 

２ 
伊達第２ 

伏黒上大川地内 給水栓 
伊達第２直送系 

３ 伏黒上ヶ戸地内 給水栓 

４ 保原第１ 高成田地内 給水栓 保原第１直送系 

５ 保原第２ 富沢地内 給水栓 保原第２直送系 

６ 大柳 中瀬地内 給水栓 大柳調整池直送系 

７ 梁川第１ 希望ヶ丘地内 給水栓 梁川第１直送系 

８ 梁川第２ 五十沢地内 給水栓 梁川第２直送系 

９ 堰本 向川原地内 給水栓 堰本直送系 

10 富野 舟生地内 給水栓 富野直送系 

11 

霊山 

石田地内 給水栓 

霊山直送系 12 大石地内 給水栓 

13 下小国地内 給水栓 

14 月舘御代田地内 給水栓 古林直送系 

15 月舘 月舘地内 給水栓 月舘直送系 

 

表４－２ 採水箇所一覧表(給水栓) 

番号 受水池 採水箇所 配水池系(水系ブロック) 

１ 伊達第１ 川原町地内 給水栓 伊達第１系 

２ 伊達第２ 上ヶ戸地内 給水栓 伊達第２系 

３ 保原第１ 高成田地内 給水栓 保原第１系 

４ 
保原第２ 

富沢地内 給水栓 保原第２系 

５ 中瀬地内 給水栓 大柳調整池系 

６ 

梁川第１ 

東塩野川地内 給水栓 梁川第１系 

７ 舟生地内 給水栓 富野調整池系 

８ 山舟生地内 給水栓 山舟生配水池系 

９ 白根地内 給水栓 白根配水池系 

10 梁川第２ 五十沢地内 給水栓 梁川第２系 

11 堰本 向川原地内 給水栓 堰本系 

12 

霊山 

石田地内 給水栓 

霊山受水池系 
13 大石地内 給水栓 

14 月舘布川地内 給水栓 

15 上小国地内 給水栓 

16 月舘 古屋ノ入地内 給水栓 月舘受水池系 
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５．水質検査項目と検査頻度 

(１)毎日検査の項目(３項目) 

  色・濁り・消毒の残留効果(残留塩素)の３項目について、給水栓(蛇口)で

１日１回検査を行います。(表５) 

 

(２)水質基準項目(52項目) ～水道水の基本となる項目～ 

  給水栓での検査が義務付けられている水質基準項目のうち、一般細菌・大

腸菌など１か月に１回以上の検査頻度が求められている９項目については、

すべての採水箇所で毎月検査を行います。その他の項目については、３か月

に１回の頻度を基本として、受水池ごとに、過去３年の検査結果から法令に

基づき頻度を設定して検査を実施します。令和８年度より、「ペルフルオロ（オ

クタン-1-スルホン酸）(別名 PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸（別名 PFOA）」

が水質目標設定項目から水質基準に追加されました。(表６-１～５) 

 

(３)水質管理目標設定項目(15項目) 

  基準項目に準じた水質管理上留意すべき水質管理目標設定項目について、

年２回検査を行います。(表７) 

 

表５ 毎日検査の検査項目及び頻度 

番号 検査項目 基準 検査頻度 備考 

１ 色 異常がないこと 

毎日 

各配水池系末端

箇所を委託して

実施。 

２ 濁り 異常がないこと 

３ 消毒の残留効果(残留塩素) 0.1mg/L 以上 
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表６-１企業団受水（伊達第１、第２）の水質基準検査項目等及び頻度 

 
*）×…省略も回数減も不可。 △…省略は不可だが、過去の結果により回数減は可。○…過去の結果などから省略も回

数減も可能。過去 3 年間の最大値/基準値が 20％以下なら回数を減らすことができる。 

川原町 上ヶ戸

1 一般細菌 100個/mL × 12 12
2 大腸菌 検出されないこと × 12 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003   mg/L ○ 1 1
4 水銀及びその化合物 0.0005   mg/L ○ 1 1
5 セレン及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1
6 鉛及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1
8 六価クロム化合物 0.02   mg/L ○ 1 1
9 亜硝酸態窒素 0.04   mg/L ○ 1 1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L × 年４回 4 4 安全確認のため。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10   mg/L ○ 1 1
12 フッ素及びその化合物 0.8   mg/L ○ 1 1
13 ホウ素及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1
14 四塩化炭素 0.002   mg/L ○ 1 1
15 1,4－ジオキサン 0.05   mg/L ○ 1 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及び

トランス－1,2－ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 0.02   mg/L ○ 1 1
18 テトラクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1
19 トリクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1
20 PFOS及びPFOA 0.00005   mg/L ○ 1 1
21 ベンゼン 0.01   mg/L ○ 1 1
22 塩素酸 0.6   mg/L × 4 4
23 クロロ酢酸 0.02   mg/L × 4 4
24 クロロホルム 0.06   mg/L × 4 4
25 ジクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4
26 ジブロモクロロメタン 0.1   mg/L × 4 4
27 臭素酸 0.01   mg/L × 4 4
28 総トリハロメタン 0.1   mg/L × 4 4
29 トリクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4
30 ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L × 4 4
31 ブロモホルム 0.09   mg/L × 4 4
32 ホルムアルデヒド 0.08   mg/L × 4 4

33 亜鉛及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1

34 アルミニウム及びその化合物 0.2   mg/L ○ 1 1

35 鉄及びその化合物 0.3   mg/L ○ 1 1

36 銅及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1

37 ナトリウム及びその化合物 200   mg/L ○ 1 1

38 マンガン及びその化合物 0.05   mg/L ○ 1 1

39 塩化物イオン 200   mg/L × 月１回 12 12 法令による。

40 カルシウム,マグネシウム等（硬度） 300   mg/L ○ 1 1

41 蒸発残留物 500   mg/L ○ 1 1

42 陰イオン界面活性剤 0.2   mg/L ○ 1 1

43 ジェオスミン 0.00001   mg/L ○ 1 1

44 2－メチルイソボルネオ－ル 0.00001   mg/L ○ 1 1

45 非イオン界面活性剤 0.02   mg/L ○ 1 1

46 フェノール類 0.005   mg/L ○ 1 1

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3   mg/L × 12 12

48 ｐＨ 値 5.8以上8.6以下 × 12 12

49 味 異常でないこと × 12 12

50 臭気 異常でないこと × 12 12

51 色度 5度 × 12 12

52 濁度 2度 × 12 12

年４回

年１回

年１回

月１回

安全確認のため。

安全確認のため。
また、過去３年間の
検査結果から設定。

安全確認のため。
また、過去３年間の
検査結果から設定。

法令による。

○ 1 1

安全確認のため。
また、過去３年間の
検査結果から設定。

年１回
安全確認のため。
また、過去３年間の
検査結果から設定。

16

設定理由等

月１回 法令による。

年１回

検査頻度（回/年）

№ 検査項目 水質基準値
回数
減と

省略※

法定
検査
頻度

0.04   mg/L
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表６-２企業団受水（保原第１、第２）の水質基準検査項目等及び頻度 

 
*）×…省略も回数減も不可。 △…省略は不可だが、過去の結果により回数減は可。○…過去の結果などから省略も回

数減も可能。過去 3 年間の最大値/基準値が 20％以下なら回数を減らすことができる。 

高成田 富沢 中瀬

1 一般細菌 100個/mL × 12 12 12
2 大腸菌 検出されないこと × 12 12 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003   mg/L ○ 1 1 1
4 水銀及びその化合物 0.0005   mg/L ○ 1 1 1
5 セレン及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
6 鉛及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
8 六価クロム化合物 0.02   mg/L ○ 1 1 1
9 亜硝酸態窒素 0.04   mg/L ○ 1 1 1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L × 年４回 4 4 4 安全確認のため。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10   mg/L ○ 1 1 1
12 フッ素及びその化合物 0.8   mg/L ○ 1 1 1
13 ホウ素及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1
14 四塩化炭素 0.002   mg/L ○ 1 1 1
15 1,4－ジオキサン 0.05   mg/L ○ 1 1 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及び

トランス－1,2－ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 0.02   mg/L ○ 1 1 1
18 テトラクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
19 トリクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
20 PFOS及びPFOA 0.00005   mg/L ○ 1 1 1
21 ベンゼン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
22 塩素酸 0.6   mg/L × 4 4 4
23 クロロ酢酸 0.02   mg/L × 4 4 4
24 クロロホルム 0.06   mg/L × 4 4 4
25 ジクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4 4
26 ジブロモクロロメタン 0.1   mg/L × 4 4 4
27 臭素酸 0.01   mg/L × 4 4 4
28 総トリハロメタン 0.1   mg/L × 4 4 4
29 トリクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4 4
30 ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L × 4 4 4
31 ブロモホルム 0.09   mg/L × 4 4 4
32 ホルムアルデヒド 0.08   mg/L × 4 4 4

33 亜鉛及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1

34 アルミニウム及びその化合物 0.2   mg/L ○ 1 1 1

35 鉄及びその化合物 0.3   mg/L ○ 1 1 1

36 銅及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1

37 ナトリウム及びその化合物 200   mg/L ○ 1 1 1

38 マンガン及びその化合物 0.05   mg/L ○ 1 1 1

39 塩化物イオン 200   mg/L × 月１回 12 12 12 法令による。

40 カルシウム,マグネシウム等（硬度） 300   mg/L ○ 1 1 1

41 蒸発残留物 500   mg/L ○ 1 1 1

42 陰イオン界面活性剤 0.2   mg/L ○ 1 1 1

43 ジェオスミン 0.00001   mg/L ○ 1 1 1

44 2－メチルイソボルネオ－ル 0.00001   mg/L ○ 1 1 1

45 非イオン界面活性剤 0.02   mg/L ○ 1 1 1

46 フェノール類 0.005   mg/L ○ 1 1 1

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3   mg/L × 12 12 12

48 ｐＨ 値 5.8以上8.6以下 × 12 12 12

49 味 異常でないこと × 12 12 12

50 臭気 異常でないこと × 12 12 12

51 色度 5度 × 12 12 12

52 濁度 2度 × 12 12 12

法令による。

16 0.04   mg/L ○ 1 1

年４回

1年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

安全確認のため。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

№ 検査項目 水質基準値
回数
減と

省略※

法定
検査
頻度

設定理由等

月１回 法令による。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

検査頻度（回/年）

月１回
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表６-３企業団受水（梁川第１、第２、堰本）の水質基準検査項目等及び頻度 

 
*）×…省略も回数減も不可。 △…省略は不可だが、過去の結果により回数減は可。○…過去の結果などから省略も回

数減も可能。過去 3 年間の最大値/基準値が 20％以下なら回数を減らすことができる。 

東塩野川
舟生

山舟生
白根

向川原
五十沢

1 一般細菌 100個/mL × 12 12 12
2 大腸菌 検出されないこと × 12 12 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003   mg/L ○ 1 1 1
4 水銀及びその化合物 0.0005   mg/L ○ 1 1 1
5 セレン及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
6 鉛及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
8 六価クロム化合物 0.02   mg/L ○ 1 1 1
9 亜硝酸態窒素 0.04   mg/L ○ 1 1 1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L × 年４回 4 4 4 安全確認のため。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10   mg/L ○ 1 1 1
12 フッ素及びその化合物 0.8   mg/L ○ 1 1 1
13 ホウ素及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1
14 四塩化炭素 0.002   mg/L ○ 1 1 1
15 1,4－ジオキサン 0.05   mg/L ○ 1 1 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及び

トランス－1,2－ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 0.02   mg/L ○ 1 1 1
18 テトラクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
19 トリクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
20 PFOS及びPFOA 0.00005   mg/L ○ 1 1 1
21 ベンゼン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
22 塩素酸 0.6   mg/L × 4 4 4
23 クロロ酢酸 0.02   mg/L × 4 4 4
24 クロロホルム 0.06   mg/L × 4 4 4
25 ジクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4 4
26 ジブロモクロロメタン 0.1   mg/L × 4 4 4
27 臭素酸 0.01   mg/L × 4 4 4
28 総トリハロメタン 0.1   mg/L × 4 4 4
29 トリクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4 4
30 ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L × 4 4 4
31 ブロモホルム 0.09   mg/L × 4 4 4
32 ホルムアルデヒド 0.08   mg/L × 4 4 4

33 亜鉛及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1

34 アルミニウム及びその化合物 0.2   mg/L ○ 1 1 1

35 鉄及びその化合物 0.3   mg/L ○ 1 1 1

36 銅及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1

37 ナトリウム及びその化合物 200   mg/L ○ 1 1 1

38 マンガン及びその化合物 0.05   mg/L ○ 1 1 1

39 塩化物イオン 200   mg/L × 月１回 12 12 12 法令による。

40 カルシウム,マグネシウム等（硬度） 300   mg/L ○ 1 1 1

41 蒸発残留物 500   mg/L ○ 1 1 1

42 陰イオン界面活性剤 0.2   mg/L ○ 1 1 1

43 ジェオスミン 0.00001   mg/L ○ 1 1 1

44 2－メチルイソボルネオ－ル 0.00001   mg/L ○ 1 1 1

45 非イオン界面活性剤 0.02   mg/L ○ 1 1 1

46 フェノール類 0.005   mg/L ○ 1 1 1

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3   mg/L × 12 12 12

48 ｐＨ 値 5.8以上8.6以下 × 12 12 12

49 味 異常でないこと × 12 12 12

50 臭気 異常でないこと × 12 12 12

51 色度 5度 × 12 12 12

52 濁度 2度 × 12 12 12

月１回 法令による。

16 0.04   mg/L ○ 1 1

年４回

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

安全確認のため。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

1

№ 検査項目 水質基準値
回数
減と

省略※

法定
検査
頻度

設定理由等

月１回 法令による。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

検査頻度（回/年）
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表６-４企業団受水（霊山）の水質基準検査項目等及び頻度 

 
*）×…省略も回数減も不可。 △…省略は不可だが、過去の結果により回数減は可。○…過去の結果などから省略も回

数減も可能。過去 3 年間の最大値/基準値が 20％以下なら回数を減らすことができる。 

石田
大石

月舘
布川

上小国

1 一般細菌 100個/mL × 12 12 12
2 大腸菌 検出されないこと × 12 12 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003   mg/L ○ 1 1 1
4 水銀及びその化合物 0.0005   mg/L ○ 1 1 1
5 セレン及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
6 鉛及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1 1 1
8 六価クロム化合物 0.02   mg/L ○ 1 1 1
9 亜硝酸態窒素 0.04   mg/L ○ 1 1 1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L × 年４回 4 4 4 安全確認のため。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10   mg/L ○ 1 1 1
12 フッ素及びその化合物 0.8   mg/L ○ 1 1 1
13 ホウ素及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1
14 四塩化炭素 0.002   mg/L ○ 1 1 1
15 1,4－ジオキサン 0.05   mg/L ○ 1 1 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及び

トランス－1,2－ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 0.02   mg/L ○ 1 1 1
18 テトラクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
19 トリクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
20 PFOS及びPFOA 0.00005   mg/L ○ 1 1 1
21 ベンゼン 0.01   mg/L ○ 1 1 1
22 塩素酸 0.6   mg/L × 4 4 4
23 クロロ酢酸 0.02   mg/L × 4 4 4
24 クロロホルム 0.06   mg/L × 4 4 4
25 ジクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4 4
26 ジブロモクロロメタン 0.1   mg/L × 4 4 4
27 臭素酸 0.01   mg/L × 4 4 4
28 総トリハロメタン 0.1   mg/L × 4 4 4
29 トリクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4 4 4
30 ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L × 4 4 4
31 ブロモホルム 0.09   mg/L × 4 4 4
32 ホルムアルデヒド 0.08   mg/L × 4 4 4

33 亜鉛及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1

34 アルミニウム及びその化合物 0.2   mg/L ○ 1 1 1

35 鉄及びその化合物 0.3   mg/L ○ 1 1 1

36 銅及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1 1 1

37 ナトリウム及びその化合物 200   mg/L ○ 1 1 1

38 マンガン及びその化合物 0.05   mg/L ○ 1 1 1

39 塩化物イオン 200   mg/L × 月１回 12 12 12 法令による。

40 カルシウム,マグネシウム等（硬度） 300   mg/L ○ 1 1 1

41 蒸発残留物 500   mg/L ○ 1 1 1

42 陰イオン界面活性剤 0.2   mg/L ○ 1 1 1

43 ジェオスミン 0.00001   mg/L ○ 1 1 1

44 2－メチルイソボルネオ－ル 0.00001   mg/L ○ 1 1 1

45 非イオン界面活性剤 0.02   mg/L ○ 1 1 1

46 フェノール類 0.005   mg/L ○ 1 1 1

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3   mg/L × 12 12 12

48 ｐＨ 値 5.8以上8.6以下 × 12 12 12

49 味 異常でないこと × 12 12 12

50 臭気 異常でないこと × 12 12 12

51 色度 5度 × 12 12 12

52 濁度 2度 × 12 12 12

月１回 法令による。

16 0.04   mg/L ○ 1 1

年４回

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

安全確認のため。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

2

№ 検査項目 水質基準値
回数
減と

省略※

法定
検査
頻度

設定理由等

月１回 法令による。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

検査頻度（回/年）
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表６-５企業団受水（月舘）の水質基準検査項目等及び頻度 

 
*）×…省略も回数減も不可。 △…省略は不可だが、過去の結果により回数減は可。○…過去の結果などから省略も回

数減も可能。過去 3 年間の最大値/基準値が 20％以下なら回数を減らすことができる。 

古屋ノ入

1 一般細菌 100個/mL × 12
2 大腸菌 検出されないこと × 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003   mg/L ○ 1
4 水銀及びその化合物 0.0005   mg/L ○ 1
5 セレン及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1
6 鉛及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01   mg/L ○ 1
8 六価クロム化合物 0.02   mg/L ○ 1
9 亜硝酸態窒素 0.04   mg/L ○ 1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01   mg/L × 年４回 4 安全確認のため。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10   mg/L ○ 1
12 フッ素及びその化合物 0.8   mg/L ○ 1
13 ホウ素及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1
14 四塩化炭素 0.002   mg/L ○ 1
15 1,4－ジオキサン 0.05   mg/L ○ 1

シス－1,2－ジクロロエチレン及び

トランス－1,2－ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 0.02   mg/L ○ 1
18 テトラクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1
19 トリクロロエチレン 0.01   mg/L ○ 1
20 PFOS及びPFOA 0.00005   mg/L ○ 1
21 ベンゼン 0.01   mg/L ○ 1
22 塩素酸 0.6   mg/L × 4
23 クロロ酢酸 0.02   mg/L × 4
24 クロロホルム 0.06   mg/L × 4
25 ジクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4
26 ジブロモクロロメタン 0.1   mg/L × 4
27 臭素酸 0.01   mg/L × 4
28 総トリハロメタン 0.1   mg/L × 4
29 トリクロロ酢酸 0.03   mg/L × 4
30 ブロモジクロロメタン 0.03   mg/L × 4
31 ブロモホルム 0.09   mg/L × 4
32 ホルムアルデヒド 0.08   mg/L × 4

33 亜鉛及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1

34 アルミニウム及びその化合物 0.2   mg/L ○ 1

35 鉄及びその化合物 0.3   mg/L ○ 1

36 銅及びその化合物 1.0   mg/L ○ 1

37 ナトリウム及びその化合物 200   mg/L ○ 1

38 マンガン及びその化合物 0.05   mg/L ○ 1

39 塩化物イオン 200   mg/L × 月１回 12 法令による。

40 カルシウム,マグネシウム等（硬度） 300   mg/L ○ 1

41 蒸発残留物 500   mg/L ○ 1

42 陰イオン界面活性剤 0.2   mg/L ○ 1

43 ジェオスミン 0.00001   mg/L ○ 1

44 2－メチルイソボルネオ－ル 0.00001   mg/L ○ 1

45 非イオン界面活性剤 0.02   mg/L ○ 1

46 フェノール類 0.005   mg/L ○ 1

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3   mg/L × 12

48 ｐＨ 値 5.8以上8.6以下 × 12

49 味 異常でないこと × 12

50 臭気 異常でないこと × 12

51 色度 5度 × 12

52 濁度 2度 × 12

法令による。

16 0.04   mg/L ○ 1

年４回

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

安全確認のため。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

№ 検査項目 水質基準値
回数
減と

省略※

法定
検査
頻度

設定理由等

月１回 法令による。

年１回

安全確認のため。
また、過去３年間
の検査結果から
設定。

検査頻度（回/年）

月１回
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表７ 水質管理目標設定項目及び検査頻度 

 
※№4(亜硝酸態窒素)、№6(トランス－1,2－ジクロロエチレン)及び№11(塩素酸)は、水質基準項目へ追加されました。 

※№7(1,1,2－トリクロロエタン)は、改正により削除されました。 

※№31 PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、水質基準項目へ追加されました。 

 

 

 

 

 

検査頻度(回/年）
給水栓

1 アンモチン及びその化合物 0.02 ｍｇ/L以下 －

2 ウラン及びその化合物 0.002 ｍｇ/L以下(暫定) －

3 ニッケル及びその化合物 0.02 ｍｇ/L以下 2

(4) (削除：亜硝酸態窒素) －

5 1,2-ジクロロエタン 0.004 ｍｇ/L以下 －

(6) (削除：トランス-1,2-ジクロロエチレン） －

(7) (削除：1,1,2-トリクロロエタン) －

8 トルエン 0.4 ｍｇ/L以下 －

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08 ｍｇ/L以下 －

10 亜塩素酸 0.6 ｍｇ/L以下

(11) (削除：塩素酸)

消毒剤 12 二酸化塩素 0.6 ｍｇ/L以下

13 ジクロロアセトニトリル 0.01 ｍｇ/L以下(暫定) 2

14 抱水クロラール 0.02 ｍｇ/L以下(暫定) 2

農薬 15 農薬類
水辺周辺を考慮し、汚染の可
能性が低いので省略

消毒の効果 16 残留塩素 1 ｍｇ/L以下 2

10 ｍｇ/L以上

100 ｍｇ/L以下

18 マンガン及びその化合物 0.01 ｍｇ/L以下 2

19 遊離炭酸 20 ｍｇ/L以下 2

臭気 20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ｍｇ/L以下 －

一般有機
化学物質

21 メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE) 0.02 ｍｇ/L以下 －

味覚 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3 ｍｇ/L以下 2

臭気 23 臭気強度(TON) 3 以下 2

30 ｍｇ/L以上

200 ｍｇ/L以下

基礎的性状 25 濁度 1 度以下 2

26 ｐH値 7.5 程度 2

27 腐食性(ランゲリア指数) 2

細菌 28 従属栄養細菌 20,000 個/ｍL以下(暫定) 2

一般有機
化学物質

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 ｍｇ/L以下 －

着色 30 アルミニウム及びその化合物 0.1 ｍｇ/L以下 2

一般有機
化学物質

(31) （削除：PFOS及びPFOA） －－

一般有機
化学物質

消毒
副生成物

消毒
副生成物

－1程度以上とし、
極力0に近づける

腐食

味覚

消毒剤に二酸化塩素を使用
していないので省略

2

2

17

目標値

－

蒸発残留物24

－

－

－

検出値と目標値の比の和とし
て

１以下

区分 № 検査項目

無機物質
・重金属

味覚

カルシウム、マグネシウム等(硬度)
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６．臨時の水質検査 

  次のような事態が発生し、水質に影響を及ぼす恐れがある場合には、速や

かに水質検査を行い水道水の安全性を確認します。検査項目については、状

況に応じて必要な項目を設定します。 

(１)激しい濁りや着色、異常な臭気など水源の水質が著しく悪化した場合 

(２)周辺において、消化器系感染症が流行している場合 

(３)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがある場合 

(４)給水栓(蛇口)において異常があった場合 

(５)その他、特に必要があると認められる場合 

 

７．水質検査方法 

 伊達市の水質検査業務は、企業団との『共同水質検査体制』により、原則と

してすべての水質検査業務を企業団へ依頼して実施します。また、末端給水栓

による毎日検査は受託者により測定しています。 

  水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が省令等で定めた水

道水の検査方法により行います。その他の項目の検査については、浄水試験

方法等により行います。 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

 水質検査計画は毎年作成し、伊達市ホームページ及び広報誌等で公表します。

また、検査結果については伊達市ホームページに掲載するとともに、水質年

報にて公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊達市 

水質検査計画の策定 

検査の実施 

検査結果 

検査の評価 

見 

直 

し 

お 

客 

さ 

ま 

公表 

ご意見 

水質検査計画策定の概念図 
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９．水質検査結果の評価と見直し 

  毎年それぞれの項目についての検査結果を評価し、その結果をもとに水質

検査計画を見直し、より安全で安心な水道水の確保に努めます。 

 

10．水質検査の精度と信頼性保証 

  検査結果の信頼性向上のため、検査機関で適切な精度管理が行われている

か確認します。 

 

11．関係者との連携 

 水質事故が発生した場合には、福島県、福島地方水道用水供給企業団(すりか

み浄水場)や各関係機関と連携し、安全な水道水の確保のため迅速に対応しま

す。 
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参考資料 

(1)検査項目の解説 

 ①水質基準項目 

 ・健康に関する項目 

 
*)  No2以外は、基準値以下であること 

№ 検  査  項  目 基準値* 解 説

1 一般細菌 100個/mL
消毒効果の確認や一般的清浄度を示す指標となり、水道水中には極めて少
ない。

2 大腸菌 検出されないこと
水系感染症の主な原因菌であり人を含む温血動物の糞便を由来とし、糞便
汚染の指標となる。

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L
鉱山排水、工場排水や下水処理場のスラッジが廃棄された土壌などから混
入、イタイイタイ病の原因物質。

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L
主に工場排水、農薬、下水などから混入、有機水銀化合物は水俣病の原因
物質。

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L 鉱山排水や工場排水などから混入する。

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L
土壌などの自然環境に由来するほか、鉱山排水や工場排水、鉛管を使用し
た給水管などから混入する。

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L
鉱泉などの自然環境に由来するほか、鉱山排水、工場排水や農薬などから
混入する。

8 六価クロム化合物 0.02mg/L 鉱山排水や工場排水などから混入する。六価クロムは毒性が強い。

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって増大す
る。

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L
工場排水などから混入、水道水源の毒性物質汚染を判断する指標です。シ
アン化カリウムは青酸カリとして知られている。

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって増大す
る。

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L 土壌などの自然環境に由来するほか、工場排水などから混入する。

13 ホウ素及びその化合物 1mg/L
ガラス工業、金属表面処理で使用され、自然由来のホウ素は火山地帯の地
下水などで見られる。

14 四塩化炭素 0.002mg/L
揮発性有機化学物質で化学合成原料に使用され、各種の溶剤や洗剤として
使用される。

15 1,4－ジオキサン 0.05mg/L 溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤などに使用される。

16
シス－1,2－ジクロロエチレン及び
トランス－1,2－ジクロロエチレン

0.04mg/L プラスチックの原料や溶剤、染料抽出剤等に使用される。

17 ジクロロメタン 0.02mg/L 殺虫剤、塗料、フロンの代替品等に使用される。

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 化学合成原料や塗料、ドライクリーニング等に使用される。

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L 化学合成原料や塗料、ドライクリーニング等に使用される。

20 PFOS及びPFOA 0.00005mg/L フッ素系の撥水剤、防水剤、グリースなどに使用されている。

21 ベンゼン 0.01mg/L
ガソリンの燃焼により発生する。溶剤、アルコール変性剤等に使用され
る。

22 塩素酸 0.6mg/L
除草剤、爆薬等に使用される。また、次亜塩素酸ナトリウムの酸化により
生成する。

23 クロロ酢酸 0.02mg/L
水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤（塩素）が反応し生成される消毒
副生成物質の一つ。

24 クロロホルム 0.06mg/L 浄水処理過程で生成するトリハロメタンの一つ。

25 ジクロロ酢酸 0.03mg/L
浄水処理過程で水中のフミン質及び類似物質が存在するとき、塩素処理又
はオゾン処理を行うと生成される。

26 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 浄水処理過程で生成するトリハロメタンの一つ。

27 臭素酸 0.01mg/L
オゾン処理時及び消毒剤としての次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化
され、臭素酸が生成する。

28 総トリハロメタン 0.1mg/L
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホ
ルムの濃度の総量。

29 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 浄水処理過程で水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成される。

30 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 浄水処理過程で生成するトリハロメタンの一つ。

31 ブロモホルム 0.09mg/L 浄水処理過程で生成するトリハロメタンの一つ。

32 ホルムアルデヒド 0.08mg/L
浄水処理過程で水中のアミン等の有機物質と塩素、オゾンなど消毒剤が反
応して生成される。
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 ・生活上支障が発生する事項に関連する項目 

 

*)  No48～50以外は、基準値以下であること 

 

 

 

 

 

 

 

№ 検  査  項  目 基準値* 解 説

33 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 地質に由来するほか、鉱山排水、工場排水などから混入する。

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L
水道では、酸化アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが凝集剤として使用
される。

35 鉄及びその化合物 0.3mg/L
地質由来のほか、鉱山排水、工場排水などの混入や、鉄管に由来する場合
がある。高濃度に含まれると異臭味（カナ気）や、洗濯物を着色する原因
となる。

36 銅及びその化合物 1mg/L
鉱山排水、工業排水、農薬などの混入や、給水装置等に使用される銅管な
どからの溶出に由来する場合がある。高濃度に含まれると銅特有の金属味
をつけることや、青色に着色する原因となる。

37 ナトリウム及びその化合物 200mg/L
雨水や地殻にも含まれるほか、工場排水、生活排水、海水等の混入により
濃度が増加する。

38 マンガン及びその化合物 0.05mg/L
地質から溶けたものや、鉱山排水，工場排水から混入する。水道水中にマ
ンガンが含まれると、黒い水の原因になることがある。

39 塩化物イオン 200mg/L
地質や海水の浸透など天然に由来するものが多く、下水、家庭排水、工場
排水及びし尿などからの混入により増加する。

40
カルシウム,マグネシウム等（硬
度）

300mg/L
カルシウムとマグネシウムの塩類の合計量で0～120mg/Lまでを軟水、それ
以上を硬水という。硬度の高い水は、湯沸かし器などへのスケールの付着
や石けんの泡立ちを悪くする。

41 蒸発残留物 500mg/L
水を蒸発させたときに得られる残留物（水に浮遊したり溶解して含まれて
いるもの）のこと。主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸等の塩
類及び有機物で、水に適度に含まれると味にまろやかさを出す。

42 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L
生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原
因となる。家庭用合成洗剤に広く使われている。

43 ジェオスミン 0.00001mg/L

44 2－メチルイソボルネオ－ル 0.00001mg/L

45 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 界面活性剤のうちイオンに解離する基を持たない総称。

46 フェノール類 0.005mg/L
工場排水などの混入やアスファルト舗装道路に流れ出た雨水から検出され
る。

47
有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）
の量）

3mg/L
有機物は土壌に起因するほか、屎尿、下水、工場排水などの混入によって
増加する。有機物汚染の指標に用いられる。

48 ｐＨ値 5.8以上8.6以下
ｐＨ７が中性で、７より小さくなるほど酸性が強く、７より大きくなるほ
どアルカリ性が強くなる。降雨、地層の影響、土壌、工業排水、汚濁物質
の混入により、変化する。

49 味 異常でないこと
不純物の混入や、微生物発生の指標で水の味は、地質などに由来する。海
水、工場排水、化学薬品、農薬等の河川への混入及び藻類等生物の繁殖に
より、異臭味を感じることがある。

50 臭気 異常でないこと
不純物の混入や微生物発生の指標で、藻類等の繁殖、工場排水、下水、農
薬などの河川への混入により、異臭味を感じることがある。

51 色度 5度
水についている色の程度を示すもの。フミン質(落ち葉などが腐った後の残
骸で、トリハロメタンなどの原因)の黄色、鉄による赤、マンガンによる
黒、銅による青などの着色がある。

52 濁度 2度 水の濁りの程度を示すもの。

藍藻類のある種のものと放線菌が産生するカビ臭物質。
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 ②水質管理目標設定項目 

 

*)  ○～□は、「○以上□以下」、その他、No26 以外は、目標値以下であること 

№31 PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸) 

 

 

№ 検  査  項  目 目標値* 解 説

1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L
半導体材料、潤滑剤、陶器、難燃剤としてプラスチック等に使用されるこ
とが多く、汚染源は工場排水などがある。目標値は毒性を考慮して定めら
れている。

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L(暫定)
花崗岩や他の種々の鉱床に広く存在し、主に核燃料として使用される。毒
性に関してはデータが少なく暫定的な数値となっている。

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L
鉱山排水、工場排水あるいはニッケルメッキ製品からの溶出により水道水
に混入することがある。目標値は暫定的な毒性評価値を参考に定められて
いる。

4 欠番 －
水質管理目標設定項目にあった「亜硝酸態窒素」は、水質基準項目へ追加
されました。

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L
揮発性の有機化合物で合成樹脂原料、フィルム洗浄剤、有機溶剤、殺虫剤
などに使用される。肝臓障害を起こす。

6 欠番 －
水質管理目標設定項目にあった「トランス-1,2-ジクロロエチレン」は、水
質基準項目へ追加されました。

7 欠番 －
水質管理目標設定項目にあった「1,1,2-トリクロロエタン」は、項目の改
正のため削除されました。

8 トルエン 0.4mg/L
接着剤や染料、火薬、ベンゼンなどの原料として使用される。中枢神経系
に影響する。

9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08mg/L
プラスチック添加剤（可塑剤）として使用され、内分泌撹乱物質の疑いも
ある。

10 亜塩素酸 0.6mg/L 消毒剤に二酸化塩素を使用しないので省略。

11 欠番 －
水質管理目標設定項目にあった「塩素酸」は、水質基準項目へ追加されま
した。

12 ニ酸化塩素 0.6mg/L 消毒剤に二酸化塩素を使用しないので省略。

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L(暫定)
塩素処理の際に水道原水中の有機物等が塩素と反応してできる消毒副生成
物。目標値は暫定的な毒性 評価値を参考に定められている。

14 抱水クロラ－ル 0.02mg/L(暫定)
医薬品の原料に使用される。水道原水中の有機物等が塩素と反応してでき
る消毒副生成物。目標値は暫定的な毒性評価値を参考に定められている。

15 農薬類
検出値と目標値の比の和と
して、１以下

集水域で農薬が使用されていないので省略。

16 残留塩素 1mg/L
細菌類、特に消化器系病原菌に対して微量でも殺菌効果を示し、消毒の残
留効果もある。多すぎると塩 素臭（カルキ臭）が強くなる。

17
カルシウム,マグネシウム等（硬
度）

10～100mg/L 目標値はおいしい水の観点から定められている。

18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L 目標値はより質の高い水道水の供給を目指す観点から定められている。

19 遊離炭酸 20mg/L
水に溶け込んでいる二酸化炭素（CO2）のことで、水道管に対する腐食性や
おいしさに関連する項目として扱われる。適度に含まれるとさわやかな味
を与える。

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L
揮発性の有機化合物でドライクリーニングや金属洗浄剤に使用されていた
地下水汚染物質。目標値は 臭味の観点からの定められている。

21
メチル-ｔ-ブチルエ－テル（ＭＴ
ＢＥ）

0.02mg/L
ガソリンのオクタン価向上剤やアンチノック剤などに使用される。目標値
は味や臭いの観点から定められている。

22
有機物等（過マンガン酸カリウム
消費量）

3mg/L
有機物汚染の指標となる。目標値はおいしい水の観点から定められてい
る。

23 臭気強度（ＴＯＮ） TON3
目標値は、水が持つ臭気で使用者に嫌な思いをいだかせることがあっては
ならないことから定められている。

24 蒸発残留物 30～200mg/L 目標値はおいしい水の観点から定められている。

25 濁度 1度 目標値はより質の高い水道水の供給を目指す観点から定められている。

26 ｐＨ値 7.5程度 目標値は利水障害の観点から定められている。

27 腐食性（ランゲリア指数） —1以上で極力0に近づける 目標値は水道施設の維持管理の観点から定められている。

28 従属栄養細菌 2,000個/mL(暫定)
有機汚濁の指標となる。また、給・配水システム内の滞留で増加すること
から清浄性確認のための指標となる。

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 化学合成原料や塗料等に使用される。

30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L
水道では、酸化アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが凝集剤として使用
される。

31 欠番 －
水質管理目標設定項目にあった「PFOS及びPFOA」は、水質基準項目へ追加
されました。
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 ③その他の項目 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 検  査  項  目 解 説

1 嫌気性芽胞菌 クリプトスポリジウム等の指標となる菌。

2 大腸菌（最確数） クリプトスポリジウム等の指標となる菌。

3 総窒素 水中に含まれる窒素化合物の総量のことで、リンとともに水源の富栄養化の原因物質。

4 総リン
水中に含まれるリン化合物の総量のことで、生活排水、工場排水から混入し、水源の富栄
養化の原因 物質。

5 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量のことで、化学的酸素要求量
（COD)ととも に水質汚濁を示す指標となる。

6 化学的酸素要求量（ＣＯＤ)
水中の有機物を酸化剤で化学的に酸化したときに消費される酸化剤の量で、生物化学的酸
素要求量（ＢＯＤ）とともに水質汚濁を示す指標となる。

7 浮遊物質（ＳＳ） 水中に懸濁している粒径1μm～2mm程度の不溶解性物質のこと。

8 アンモニア態窒素 アンモニウムイオン中の窒素の量を表し、水質汚濁を示す指標となる。

9 電気伝導率
電気の通しやすさを示す指標で、水に含まれる電解質（イオン）の量に比例する。配水系
統の判別、漏 水の判定等に利用される。

10 紫外線吸光度
波長が260nmの紫外線が試料を透過したときの減少率（吸光度）。塩素と反応する有機物量
と関連する とされていて、茂庭地区でのトリクロロ酢酸生成抑制を確認するための簡易指
標となるか検討中の項目

11 トリハロメタン生成能
塩素を過剰に添加し２０℃で24時間密閉して保存した試料中のトリハロメタン類の総量。
茂庭地区での トリクロロ酢酸生成抑制効果確認のための項目
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伊達市建設部         

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋 180番地 

ホームページ http://www.city.fukushima-date.lg.jp/ 

◆水質検査計画に関すること◆ 

上下水道課水道施設係 

TEL 024-573-5038 FAX 024-573-5874 


